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Ⅰ 総論 

１．基本的な考え方 

  急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、か

つ、育成されていく環境を社会全体として整えていくことが必要であるという認識に立

って、平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。 

 次世代育成支援対策推進法では、国や地方公共団体等を「特定事業主」と定め、職員 

の子どもたちの健やかな育成のための計画（特定事業主行動計画）を策定し、職員へ周

知するとともに、行動計画に基づく措置の実施状況を公表するよう求めています。 

 この「富山地区広域圏事務組合特定事業主行動計画」は、従前の計画を総括し策定し

ました。 

 職員は、厳しい行財政環境の中にあっても、今日の多様化する市民ニーズに応えてい

くよう努めなければならない責務があります。 

 しかし、そのような中にあっても、職員が、職業生活と家庭生活を両立し、父親とし

て、母親として、子育てをしていくことができるよう、職場を挙げて支援していく必要

があります。男性職員も、女性職員も、子どものいる職員も、いない職員も、職員一人

ひとりが、この計画の内容を自分自身に関わることと捉え、「子どもの育ち」「子育て」

を支援し、互いに協力しあっていくことで、仕事と子育ての両立を図っていきたいと考

えています。 

 また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年法律第６４号。以

下、「女性活躍推進法」という。）が平成２７年９月４日に施行されました。 

 これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能

力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り

込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主（国や地

方公共団体、民間企業等）に義務付けられました。 

 本組合においては、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画と女性活

躍推進法に基づく特定事業主行動計画を一体のものとして策定するもととします。 

 

２．計画期間 

  次世代育成支援対策推進法は、平成１７年度から平成２６年度までの１０年間の時限

法でありましたが、これが一部改正（平成２７年４月１日施行）され、法律の有効期限



が平成３７年３月３１日まで１０年間延長されました。 

  今回の計画期間は、延長の１０年間を５年間毎で区切り、平成２７年４月１日から平

成３２年３月３１日までを前期の計画とします。 

  次期の平成３２年４月１日から平成３７年３月３１日については、今回策定する５年

間の計画を総括し、必要な部分を見直したうえで、平成３１年度に改めて策定します。 

  女性活躍推進法は、１０年間の時限立法（平成２８年４月１日～平成３８年３月３１

日）でありますが、次世代行動計画の内容と整合を図り一体的に策定することや、次世

代育成推進法も１０年間の時限立法でしたが、法改正により、有効期限がさらに１０年

間延長された経緯もあることからも、次世代行動計画との計画期間と合わせるものとし

ます。 

 

Ⅱ 計画の策定に向けて 

現状の把握 

育児休業については、該当の女性職員が取得している一方、男性職員は、現在まで

に取得者はいません。 

 育児短時間勤務及び部分休業については、部分休業において、平成２１年度に初め

ての取得者がでています。 

特別休暇では、配偶者の出産休暇については、平成２２年度からの取得は１００％

となっており、配偶者の出産に伴う子の養育休暇についても、取得職員がでています。 

 また、子の看護休暇については、平成２２年度から平成２６年度までに平均で年間

２人の取得があり、平成２７年度は１名の取得がありました。 

 

Ⅲ 具体的な取り組み（特定事業主行動計画） 

１．育児等に関する制度に関連する事項 

（１）既存の諸制度の周知徹底 

   所属長に対して諸制度の周知を図り、所属長の理解が深まるよう努めます。 

    所属長は、職員から本人又は配偶者が妊娠中であるとの申出があったとき、その

他の適切な機会に、その職員に対して諸制度の利用促進に資する情報提供に努めて

いきます。 

     

（２）男性職員の育児休業や特別休暇等の取得促進 

    男性職員自身、更には職場全体の意識改革を促進し、男性職員が育児休業等を取 

  得しやすい職場の雰囲気作りの醸成に努めていきます。 

 

（３）子の看護休暇の取得促進 

  各所属長は、子の看護休暇の取得の妨げになっている職場、周囲に対する「気兼 

ね」等がなくなるよう、業務の共有化や職場の雰囲気作りに努めていきます。 



 

（４）育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰 

    各所属長は、育児休業者の希望に応じて、適宜、情報手段を活用して所属の業務 

  状況や育児に関する休暇制度等について情報提供するとともに、職場復帰後におい

ても育児の状況に配慮するよう努めていきます。 

 

（５）育児休業、産前産後休暇などの代替要員の確保 

    所属長は、職場の状況などを勘案し、事務分担の見直しや臨時的任用職員の採用 

  などの代替要員の確保等について適切に対応するよう努めていきます。 

 

（６）その他 

    育児等に関する制度については、国の制度や他の地方自治体の状況などを参考に

しながら対処するよう努めていきます。 

 

２．制度関連以外の事項 

（１）各種研修等の実施 

    新任所属長研修などの各種研修においても、育児休業や各種休暇制度等に関する 

  研修の実施を検討するとともに、制度を利用しやすい職場環境づくりに努めるよう 

啓発活動を行います。 

 

（２）人事異動についての配慮 

    可能な範囲で子育ての状況に応じた人事上の配慮をしてまいります。また、業務 

量に応じた適正な職員配置に引き続き努めてまいります。 

 また、引き続き、意欲と能力のある職員については、男女を問わず、管理職等へ

の登用に努めてまいります 

 

（３）超過勤務の縮減 

   管理職は、常に業務の執行状況及び時間外勤務状況の把握に努め、特定の職員に 

業務が偏らないよう所属職員の事務分担に配慮するとともに、職場内での協力体制 

を整えるなどして超過勤務の縮減に努めてまいります。 

   小学校就学の始期に達するまでの子どもがいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の 

制限について制度の周知を図ってまいります。 

 

（４）年次有給休暇の取得促進 

    妊娠中の職員、子育て中の職員はもちろん、職場全体で年次有給休暇が取得しや 

すい職場の環境づくりを行います。特に、年次有給休暇を取得していない職員、休 

暇取得が少ない職員、業務多忙な職員においては、業務が一段落した際に休暇をま 

とめ取りすることを基本に、管理職が休暇取得を奨励するなど、年次有給休暇の計 

画的使用の促進に努めてまいります。 



    また、職員が年次休暇を取得しやすくなるよう、管理職自ら率先して休暇を取得 

します。 

 

（５）所属内等における業務の共有化の推進 

 所属内・係内における業務の共有化が休暇を取得しやすい職場環境づくり、職場

内での協力体制の構築につながるため、所属長は、日頃から業務に関する情報の共

有化を適切に推進し、職員相互に事務処理できる体制を整備してまいります。 

 

３．制度一覧表 

   育児等に関する制度については、次のとおりです。 

平成２８年４月現在 

制度 制度の概要 期間 

 

休 

 

業    

 

等 

育児休業 ３歳未満の子を養育する職員に認められ

る休業 

子が３歳に達する日まで 

育児短時 

間勤務 

小学校就学の始期に達するまでの子を養

育している職員に認められる短時間勤務 

子が小学校就学の始期に達するまで 

部分休業 小学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員に認められる部分休業 

子が小学校就学の始期に達するまで勤務

時間の始め又は終わりに、１日２時間を

限度として３０分単位で取得可能 

 

 

 

特 

 

 

 

 

別 

 

 

 

 

休 

 

 

産前休暇 ８週間（多胎妊娠の場合にあっては１４

週間）以内に出産予定の女性職員に与え

られる休暇 

産前８週間（多胎妊娠の場合にあっては

１４週間） 

産後休暇 出産した女性職員に与えられる休暇 出産の翌日から８週間（ただし、産後６

週間を経過した職員が申し出て、医師が

支障がないと認めた場合を除く。） 

育児時間 生後１年６月に達しない子を養育する職

員が授乳等を行う場合に与えられる休暇 

子が１歳６月に達するまで 

１日２回、１日を通じて９０分以内 

母子保健法に

基づく保健指

導又は健康診

査 

妊娠中又は出産後１年以内の職員が母子

保健法第１０条に規定する保健指導又は

同法第１３条に規定する健康診査を受け

る場合、与えられる休暇 

妊娠満２３週まで   ４週間に１回     

２４週から３５週   ２週間に１回    

３６週から出産まで  １週間に１回  

出産後１年まで   当該期間に１回  

(それぞれ 1 日の範囲内で必要と認める

期間） 

妊娠中の職員 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関 正規の勤務時間の始まりの時刻から又は



 

 

暇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の通勤緩和休

暇 

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持

に影響がある場合、与えられる休暇 

終わりの時刻までにつき、１日を通じて

１時間以内 

つわり（妊娠

障害を含む）

休暇 

つわり及び妊娠障害（妊娠に起因する障

害）により勤務が困難である職員に与え

られる休暇 

１妊娠期間につき１０日以内 

配偶者の出産

休暇 

妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う

職員に与えられる休暇 

産前１週間から産後２週間目にあたる日

までの間で２日 

配偶者の出産

に伴う子の養

育 

妻の産前産後期間中に、当該出産に係る

子又は小学校就学の始期に達するまでの

子を養育する男性職員に与えられる休暇 

産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）

から産後８週間の間で５日 

子の看護 

休暇 

中学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員が子を看護する必要がある場

合に与えられる休暇 

年５日（その養育する中学校就学の始期

に達するまでの子が２人以上の場合にあ

っては、年１０日） 

 

 

 

 

そ 

 

の 

 

他 

深夜勤務 

制限 

小学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員又は配偶者、父母、子等を介

護する職員の深夜（午後１０時から翌日

午前５時まで）の勤務（超過勤務、宿日

直勤務を含む）を制限 

６月以内の請求する期間 

（子が小学校就学の始期に達するまで又

は介護を必要とする間は何度でも請求可

能） 

時間外勤 

務制限 

３歳に満たない子を養育する職員の時間

外勤務を制限 

 

１年以内の請求する期間 

（子が３歳に達するまでは何度でも請求

可能） 

小学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員又は配偶者、父母、子等を介

護する職員の時間外勤務を月２４時間以

内かつ年１５０時間以内に制限 

１年以内の請求する期間 

（子が小学校就学の始期に達するまで又

は介護を必要とする間は何度でも請求可

能） 

 

Ⅳ まとめ 

 少子化や核家族化の進展、勤務形態の多様化などにより、職員の子育て環境は、今後

さらに変化していくことが予想されます。 

 このため、本組合においては、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容

易にするための環境整備を図るとともに、男女ともに育児支援の仕組みをどう活用して

いくのか、さらには、それぞれの職場でも職員同士が育児を支え合うよう意識改革を図

っていかなければなりません。 



 今般、女性活躍推進法の制定を契機に、従来の「特定事業主行動計画」の一部を改正

しました。 

 この法律の目的は、「働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個

性と能力を十分に発揮できる社会を実現できること」です。 

これからも、本組合で働く全ての職員が一丸となり「仕事と育児の両立」、「仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現に向けた取り組みを進めていくこと、さ

らに、各所属において、職場の実情に応じた効果的な取り組みを着実に実践していくこ

とによって、活力にあふれ、安心と希望のある職場づくりを実現していきます。 

 


